
   津市コンベンション開催等支援補助金交付要綱

平成２０年３月３１日訓第２５号

 改正 平成２５年３月２９日訓第３２号

    平成２５年７月９日訓第４４号

（趣旨）

第１条 この要綱は、本市におけるコンベンションの開催等を支援することに

より、本市の交流人口の増加、地域経済の活性化、観光及び文化の振興等を

図るため、津市補助金等交付規則（平成１８年津市規則第４４号。以下「規

則」という。）の規定に基づき補助金を交付することに関し必要な事項を定

めるものとする。

 （定義）

第２条 この要綱において「コンベンション」とは、各種大会、会議、講習会

その他これらに類するものをいう。

 （名称）

第３条 第１条の補助金は、「コンベンション開催等支援補助金」（以下「補

助金」という。）と称する。

 （交付の対象等）

第４条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、交付の

対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）、補助金額、交付限度額

及び交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、別表のとおり

とし、予算で定める範囲内において、これを交付するものとする。ただし、

市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

 （交付申請の期限）

第５条 規則第３条第１項の別に定める期日は、事業を実施する日の１月前と

する。ただし、事業の実施が４月であるときは、市長が別に定める期日とす

る。

 （実績の報告）

第６条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の

決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類



を添えてこれを行わなければならない。

 開催事業の主催者にあっては、宿泊者数及び支出額を証する書類並びに

その他市長が必要と認める書類 

 誘致事業の誘致者にあっては、旅程表及び旅行者氏名一覧、支出額を証

する書類並びにその他市長が必要と認める書類 

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

１ この訓は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この訓の施行の日から平成２０年７月１日までに実施するコンベンショ

ンに係る規則第３条第１項の別に定める期日は、第６条の規定にかかわら

ず、コンベンションの開催予定日の１０日前までとする。

附 則（平成２５年３月２９日訓第３２号）

１ この訓は、平成２５年４月１日から施行する。

２ 改正後の津市コンベンション開催等支援補助金交付要綱の規定は、この

訓の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係

る補助金については、なお従前の例による。

附 則（平成２５年７月９日訓第４４号）

１ この訓は、平成２５年７月１２日から施行し、改正後の津市コンベンシ

ョン開催等支援補助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、同

年４月１日以後に実施した補助対象事業について適用する。

２ 平成２５年４月１日からこの訓の施行の日までに実施した新要綱第４条に

規定する補助対象事業に係る規則第３条第１項の別に定める期日は、第５条

の規定にかかわらず、同年７月３１日とする。



別表（第４条関係）

補助対象事業 交付対象経費 補助金額 交付限度額 交付対象者

次の要件のいずれにも該当するコンベンションを開催する事業

 本市の区域内の施設等を会場として、開催規模が東海３県（三重県、愛知県及び

岐阜県をいう。）規模以上であること。

 参加人数が２００人以上で、かつ、開催に伴い、開催日の前日又は当日に本市の

区域内のホテル、旅館等の宿泊施設を利用して宿泊する者（以下「宿泊者」とい

う。）が延べ１００人以上であること。

 主催者又は共催者が国及び地方公共団体でないこと。

 主催者又は共催者が営利法人その他営利を目的とする事業活動を行っていないこ

と。

 政治又は宗教活動を目的とするものでないこと。

 公序良俗に反するものでないこと。

 この要綱に基づく補助金以外の金銭援助を本市から受けていないこと

 看板関係経

費（製作・設

置・撤去）

 広告関係経

費（パンフレ

ット作成費

等）

 施設・設備

関係経費（施

設使用料・放

送器材等）

交付対象経

費に２分の

１を乗じて

得た額から

国又は他の

地方公共団

体からの補

助金等を除

いた額

区分 開催日が１日 開催日が２日

以上

事業の主催者（自ら

コンベンションの企

画及び実施に関する

一切の事業を行う団

体等をいう。）

宿泊者が延べ１００人以

上２００人未満

100,000円 150,000円 

宿泊者が延べ２００人以

上３００人未満

150,000円 200,000円 

宿泊者が延べ３００人以

上４００人未満

200,000円 250,000円 

宿泊者が延べ４００人以

上５００人未満

250,000円 300,000円 

宿泊者が延べ５００人以

上

300,000円 400,000円 

次の要件のいずれにも該当する映画撮影等の支援を行う事業

 本市における映画撮影等を支援する活動であるとともに、本市の海外・県外への

知名度の向上に寄与する活動であること。

 映画撮影等における支援活動でスタッフとエキストラの活動人数が延べ５０人以

上であること。

 支援者が国又は地方公共団体でないこと。

 支援者が営利法人その他営利を目的とする事業活動を行っていないこと。

 政治又は宗教活動を目的とするものでないこと。

 公序良俗に反するものでないこと。

 この要綱に基づく補助金以外の金銭援助を本市から受けていないこと

映画撮影等に関

する支援関係経

費（エキストラ

募集費、エキス

トラ出演に伴う

活動費等）

交付対象経

費に２分の

１を乗じて

得た額から

国又は他の

地方公共団

体からの補

助金等を除

いた額

活動人数が延べ１００人

以上２００人未満

150,000円 事業の支援者（本市

における映画撮影等

を支援する団体等を

いう。）

活動人数が延べ２００人

以上３００人未満

200,000円 

活動人数が延べ３００人

以上４００人未満

250,000円 

活動人数が延べ４００人

以上５００人未満

300,000円 

活動人数が延べ５００人

以上

400,000円 

次の要件のいずれにも該当するコンベンション、映画撮影等の誘致を行う事業

 本市にコンベンション、映画撮影等を誘致する活動であるとともに、本市の海

外・県外への知名度の向上に寄与する活動であること。

 コンベンションの開催地及び映画撮影等の実施地が未決定又は本市が候補地であ

ること。

 広告関係経

費（誘致用配

布パンフレッ

ト作成費等）

 活動関係経

交付対象経

費に２分の

１を乗じて

得た額から

国又は他の

コンベンション 100,000円 事業の誘致者（コン

ベンション、映画撮

影等を本市に誘致す

る活動を実施する団

体等をいう。）

映画撮影等 150,000円 



 誘致者が国又は地方公共団体でないこと。

 誘致者が営利法人その他営利を目的とする事業活動を行っていないこと。

 政治又は宗教活動を目的とするものでないこと。

 公序良俗に反するものでないこと。

 この要綱に基づく補助金以外の金銭援助を本市から受けていないこと。

費（誘致活動

に伴う旅費）

地方公共団

体からの補

助金等を除

いた額


